






要約:平成 9 年度に母子保健サービスが市町村に移譲された後の、新生児訪問指導事業・

乳児健診、1 歳 6 ヵ月健診及び 3 歳児健診の実施予定について調査し、ほぼ現行通り実施

することを目指している地域が多いことを認めた。


